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登録免許税非課税証明書発行の手続について 

 
１ 対象となるもの 

対象 手続の内容 提出時期 

社会福祉事業の用に 
供する不動産 

(市内にあるもの) 

社会福祉法人が左記不動産の登録免許税の

免除を受ける際に必要となる相模原市長の

証明書の発行を受けるもの。 

不動産の 
登記を行う前 

日数に余裕をもってご提出ください(申請から発行までの目安は、おおむね１週間です)。 
 

２ 手続の流れ 

理事会 
の開催 不動産の取得及び具体的用途の決議 

▼  

事前相談 
証明願の提出前に、電話で市にご連絡ください。 
市から必要書類や手続の流れを案内します。また、市役所へ来庁する際の日

程調整の相談も行います。 
▼  

証明願等 
の提出 

市へ証明願及び添付書類をご提出ください。 
担当者の氏名・連絡先がわかるもの(メモ等)も合わせてご提出ください。 
書類審査後、納入通知書交付の日程調整の相談をさせていただきます。 
また、書類審査時に書類の不備や不明な点があった場合にも連絡いたします。

▼  
手数料納付 
(３００円) 

納入通知書をお渡ししますので、庁舎内の横浜銀行等で手数料の納付を

お願いします。納付後、領収書を確認させていただきます。 
▼  

証明書交付 書類審査終了後、市から登録免許税非課税証明書を交付します。 

▼  

登記 所轄の法務局において登記を行ってください。 
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３ 提出先・提出書類等 

（１）提出先・問い合わせ先(保育所及び認定こども園を除く。) 

相模原市健康福祉局地域包括ケア推進部 福祉基盤課 

住所：〒２５２－５２７７相模原市中央区中央２－１１－１５市役所本館４階 

電話：０４２－７６９－９２２６(直通) 

証明を受けようとする不動産の用途が保育所又は認定こども園の場合、保育課(電

話０４２－７６９－８３４１)が申請窓口となります。 

 

（２）提出書類及び提出部数 

提出書類 提出部数 
登録免許税別表第３の１０の項の第３欄の第１号に掲げる登記に

係る証明願  両面印刷(裏面は誓約書) 
２部 

理事会議事録(写)  要原本証明 １部 
当該不動産の権利の取得又は設定を明らかにする書類 
(売買契約書、工事請負契約書等の写し) １部 

当該不動産に係る登記事項証明書 １部 
その他市長が必要と認める書類(公図、建物平面図、位置図等) 

申請内容等によっては、他の書類の提出も求める場合があります。 
１部 

 

４ 作成時及び提出時の留意事項 

（１）証明願 
留意事項 

使用する様式が正しいこと。 
添付書類も含めて必要な部数(証明願は２部、添付書類は１部)が揃っていること。 
法人代表者印(法務局に登録しているもの。以下同じ。)を押印していること。 
土地・建物に関する記載は、不動産登記事項証明書の表記と完全に一致していること。 
その他必要事項を漏れなく記載していること。また、添付書類と一致していること。 

 
（２）理事会の議事録の写し 

留意事項 
開催日時・開催場所・出席者氏名を正しく記載していること 
会議の成立要件(出席者数等)について満たしている旨を記載していること。 
議長及び議事録署名人は、定款に規定された者を選任していること。また、選任され

た旨及びその氏名を正しく記載していること。 
議事録署名は、定款に規定された方法(署名又は記名押印)で行っていること。また、

その年月日を正しく記載していること。 
表決結果(承認された旨)を明確に記載していること。 

不動産の取得及び用途に係る議案の表決結果 
議案に係る配布資料(不動産の取得に係るもの)がある場合は、議事録に添付している

こと。 
議事録が２枚以上になる場合は、法人代表者印で割印していること(袋とじの場合は

表と裏に割印)。 
議事録は、法人代表者印で原本証明していること。 
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※割印について 

議事録が２枚以上になる場合は、一連の書類とするため、申請者である法人代表者

の印で割印をしてください。 
 

＜ホチキス留めの場合＞           ＜袋とじの場合＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※原本証明について 

原本証明とは、原本を提出することができない書類について、その写しを提出する

場合に法人代表者名義で原本の写しであることを署名していただくものです。 
 
 
 
 
 
 
 
＜原本は法人保管＞ ＜市には写しを提出＞ 

上記の○印は、   １番上の○印 は、申請者 

議長・議事録    である法人代表者の割印 
署名人の割印    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類の左側２か所をホチキスで

留め、全ページについてページの

境目をまたぐように押印 

袋とじにし、帯と書類の間を 

またぐように押印（裏面も同様） 

原本証明 

余白又は裏面に原本証明してください。 
＜記載例＞ 

 
 原本と相違ないことを証明します。 

○○年○○月○○日 

     社会福祉法人○○○会 

     理事長 ○○ ○○ ㊞ 

（裏） 
 

議事録 
（表） 

印 印 

印 

印 
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＜記載例＞ 

 

 

 

 

(表面)         ○○年○○月○○日 
 

相模原市長  あて 
所在地 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

法人名 社会福祉法人○○会 
代表者 相模 太郎  

 
登録免許税法別表第３の１０の項の第３欄の第１号に掲げる登記に係る証明願 

 
登録免許税法第４条第２項の規定による登録免許税の非課税措置を受けるため、下記に掲げる

不動産に係る登記が同法別表第３の１０の項の第３欄の第１号に該当する登記であることを証

明くださるよう、同法施行規則第３条第１号の規定に基づき願い出ます。 
 

記 
 
所在 地番又は家屋番号 地目又は建物

の構築・構造 
地積又は 
床面積(㎡) 具体的用途 

中央区○○ ○○番○ 宅地 ○㎡ 障害福祉サービス 

事業所 

中央区○○ ○○番○ ○○造○階建 １階○㎡ 

２階○㎡ 

障害福祉サービス 

事業所 

以下空白     
     

 
(以下略) 
 

 

(裏面) 
 

誓 約 書 
 
このたび証明願を提出する不動産については、証明書の交付を受けた後、速やかに登記手続を

行い、社会福祉事業の用に供することを誓約します。 
 

○○年○○月○○日 
 

所在地 相模原市中央区中央２－１１－１５ 
法人名 社会福祉法人○○会 
代表者 相模 太郎 ㊞ 

 
相模原市長 様 

 

相模原市ホームページから最新版の様式を

ダウンロードしてご使用ください。 

不動産に関する記載は、登記事項証明書の 
表記と一致するように記載してください。 

必ず記載してください。 
社会福祉事業の用に供することが 
分かるように明記してください。 

証明願と誓約書は、両面印刷

してください。 


